
岩内町立学校の通学路設定に関する要綱 

 

　（趣旨） 

第１条　この要綱は、岩内町立学校（以下「学校」という。）の児童生徒にお

ける登下校時の安全確保を最優先とした通学路の設定に関し、必要な事項を

定めるものとする。 

　（通学路） 

第２条　通学路は、自宅から学校まで登下校時に使用する道路とする。 

２　通学路については、次条の指定通学路その他日常使われている道路の中か

ら、より安全な道路を各家庭で決定する。 

　（指定通学路） 

第３条　指定通学路は、児童生徒の安全を第一に考え、通学のための安全な道

路を、学校長が必要に応じて保護者や地域と協議し、決定する。この場合に

おいて、学校長は、指定通学路を図面に記載して教育委員会に届け出るもの

とする。 

２　開校前の新たな学校の指定通学路は、児童生徒の安全を第一に考え、通学

のための安全な道路を、教育長が必要に応じて保護者や地域と協議し、決定

する。この場合において、教育長は、決定した指定通学路を開校後の新たな

学校長に引き継ぐものとする。 

　（指定通学路の設定基準） 

第４条　指定通学路の設定基準については、次に掲げる事項について留意する。 

　⑴　歩車道の区別がある道路を基本とする。ただし、区別がない場合は、次

に掲げる条件に留意する。 

　　ア　車の交通量が比較的少ないこと。 

　　イ　道路の幅員が児童生徒の通行を確保できる状態であること。 

　　ウ　路面、側溝等の占用状態が良好であること。 

　⑵　危険な横断箇所には、横断歩道、信号機、歩道橋等が設置されているこ

と。 

　⑶　交通安全面からだけでなく、防犯面及び災害面からも適切な道路環境で

あること。 

　⑷　集団下校のルートとして適切であること。 

　⑸　その他学校長が必要と認めるもの 

　（指定通学路の変更） 

第５条　学校長は、必要な場合は、保護者や地域と協議して指定通学路の変更

を行い、教育委員会に届け出るものとする。 



　（学校の役割） 

第６条　学校は、毎年度、通学路の安全確保のため、次に掲げる方策を実施す

る。 

　⑴　定期的に、及び必要に応じて指定通学路を関係機関と連携して点検する。 

　⑵　交通安全、防犯及び防災の視点から、指定通学路の危険箇所を抽出する。 

　⑶　危険箇所は、関係者間で情報共有し、必要な対策について、関係機関へ

要請する。 

　⑷　危険箇所の分析、関係機関の助言等に基づき、必要に応じて指定通学路

の変更等の対応をとる。 

　⑸　危険箇所については、保護者へ情報提供するとともに、児童生徒へ登下

校の指導を行う。 

　（教育委員会の役割） 

第７条　教育委員会は、学校長から提出された指定通学路の図面を警察及び道

路管理者と情報共有し、指定通学路の整備又は改善の働きかけを行うととも

に、通学路並びに指定通学路について、次に掲げるとおり対応する。 

　⑴　道路管理者等、学校以外から危険箇所の情報提供があった場合は、速や

かに学校に情報提供する。 

　⑵　岩内町通学路安全推進会議による合同点検を実施し、対策の検討及び実

施並びに効果の把握及び検証を行う。 

　⑶　点検箇所及び対策内容について、関係者間で認識を共有するために、対

策箇所図及び対策一覧表を作成し、町ホームページで公表する。 

　⑷　危険箇所の分析、関係機関の助言等に基づき、必要と認めるときは、学

校長に対し指定通学路の変更等の対応を求める。 

　⑸　学校の指定通学路を、町ホームページで公表する。 

 

　　　附　則 

　この要綱は、公布の日から施行する。 


